
学
生
の
国
民
年
金
保
険

料
猶
予
制
度

　

20
歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で

あ
っ
て
も
国
民
年
金
に
加
入
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
学
生
の
方
は

一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た

め
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す

る
と
、
そ
の
期
間
中
の
障
害
や

死
亡
な
ど
の
不
慮
の
事
態
に
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
た
過
去
の
期
間
の
保

険
料
は
、
10
年
前
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら

追
納
（
後
払
い
）
す
る
と
、
将

来
受
け
取
る
年
金
額
に
反
映
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
】

　

平
成
29
年
度
分
の
学
生
納
付

特
例
の
申
請
は
4
月
か
ら
受
付

開
始
と
な
り
ま
す
の
で
、
希
望

さ
れ
る
方
は
、
年
金
手
帳
、
学

生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証
明

書
、
印
鑑
を
す
べ
て
お
持
ち
に

な
り
保
健
福
祉
課
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
28
年
度
に
お
い

て
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り

保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
方
で
、
平
成
29
年
度
も
引
き

続
き
在
学
予
定
の
方
へ
、
日
本

年
金
機
構
よ
り
ハ
ガ
キ
形
式
の

学
生
納
付
特
例
申
請
書
が
3
月

末
に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
度
は
学
生

納
付
特
例
を
利
用
せ
ず
、
保
険

料
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は

お
知
ら
せ

　河川や湖沼などの公共用水域の水質保全および生活環境の改善、公衆衛生の向上を図るためには、家庭
から出る生活排水を浄化するための公共下水道や合併処理浄化槽の普及が欠かせません。町では下水道事
業計画区域外の地域で、合併処理浄化槽の普及促進のため補助金の交付を行っています。
　従来の合併処理浄化槽設置費用補助金に加え、単独処理浄化槽や汲取り便槽の撤去費用も補助金の対象
となります。　※予算の範囲内での補助となり、今年度は 11 基を予定しています。

◆浄化槽の補助金
　対象：下水道事業計画区域外で、10 人槽以下の合併処理浄化槽を新たに設置しようとする方。
人槽区分 浄化槽の補助金（限度額）
5人槽 332,000 円
7 人槽 414,000 円
10 人槽 548,000 円

◆撤去費用補助金
　対象：現在使用している単独処理浄化槽及び汲取り便槽を合併処理浄化槽に転換しようとする方。

区　　　　分 撤去費補助金（限度額）
単独処理浄化槽からの転換であり、撤去が必要な場合
で同一敷地内に合併処理浄化槽を新設する場合 45,000 円

汲み取り便槽からの転換の場合 30,000 円

◆浄化槽法第 11 条に基づく法定検査の実施
　　浄化槽法では年１回の定期検査（11 条検査）が義務付けられています。浄化槽管理者（設置者）は、
　毎年 1回、指定検査機関（福島県が指定）の定期検査を受けなければなりませんので、まだ検査を受
　けていない浄化槽管理者（設置者）の方は、次の検査機関に申込みください。
　　【県知事指定検査機関】
　　　公益社団法人	福島県浄化槽協会	浄化槽検査委員会	福島支所
　　　〒 960-8055　福島市野田町 1丁目 16 番 35 号　☎ 531-1766
※検査に関することは、検査機関または浄化槽の維持管理を委託している浄化槽保守点検業者へ問い合
　わせください。

合併処理浄化槽普及のため補助金を交付します

農業委員会からの
お知らせ

　4月の農業委員会定例総会は次のと
おりです。傍聴においでください。
◆日　時　4月 17 日月　
　　　　　午後 1時 30 分から
◆場　所　国見町役場 2階大会議室

※任期満了に伴う、農業委員及び農地
　利用最適化推進委員の募集を 5月 2
　日火まで行っています。詳細は問い
　合わせください。　

◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　☎ 585-2890

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

お
手
数
で
す
が
お
近
く
の
年
金

事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
国
保
係

☎
５
８
５
‐
２
７
８
５

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
５
３
５
‐
０
１
４
１

は
か
り
の
定
期
検
査

　

商
店
・
工
場
・
事
業
所
等

で
「
取
引
や
証
明
行
為
」
に
使

わ
れ
て
い
る
は
か
り
は
、
計
量

法
に
よ
り
2
年
に
1
回
の
定
期

検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。　

　

事
前
調
査
を
ま
だ
受
け
て
い

な
い
方
、
定
期
検
査
に
つ
い
て

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
5
月
8
日
月
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
集
合
検
査
】

　

集
合
検
査
会
場
で
実
施
し
ま

す
。
ひ
ょ
う
量
が
５
０
０
㎏
以

下
の
一
般
小
型
は
か
り
が
該
当

し
ま
す
。

▼
検
査
日
時　

5
月
9
日
火
午

後
1
時
30
分
か
ら
午
後
3
時
30

分▼
検
査
会
場　

観
月
台
文
化
セ

ン
タ
ー
（
北
側
駐
車
場
）

【
所
在
場
所
検
査
】

　

は
か
り
の
所
在
場
所（
商
店
・

工
場
・
事
業
所
等
）
で
実
施
し

ま
す
。
検
査
に
は
大
型
は
か
り

や
電
気
式
は
か
り
が
該
当
し
ま

す
。
小
型
の
は
か
り
は
4
月
上

旬
頃
、
中
型
の
は
か
り
は
5
月

下
旬
頃
の
検
査
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

問
ま
ち
づ
く
り
交
流
課
商
工
観

光
係

☎
５
８
５
‐
２
２
３
８

国
見
の
里
職
員
募
集

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
国
見

の
里
で
は
、
地
域
密
着
型
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム「
国
見
の
杜
」

と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
国
見
の

丘
」
の
新
施
設
オ
ー
プ
ン
に
と

も
な
い
、
職
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
国
見
の
里
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
職
種　

①
介
護
職
員
（
常

勤
・
パ
ー
ト
）
30
人　

②
看
護

職
員
（
常
勤
・
パ
ー
ト
）
若
干

名　

③
機
能
訓
練
指
導
員
（
常

勤
・
パ
ー
ト
）
若
干
名

▼
資
格　

①
資
格
が
な
く
て
も

や
る
気
が
あ
る
方
大
歓
迎
で

す
。
高
齢
の
方
や
初
心
者
の
方

で
も
安
心
し
て
仕
事
が
で
き
ま

くらしの情報

す
。
資
格
取
得
の
た
め
の
研
修

も
用
意
し
て
い
ま
す
。　

②
正

看
護
師
、
准
看
護
師
の
い
ず
れ

か　

③
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
看
護
師
、
准
看
護
師
の

い
ず
れ
か

▼
給
与　

法
人
規
定
に
よ
る

（
経
験
者
優
遇
）

▼
休
日　

4
週
8
休

▼
待
遇　

社
会
保
険
完
備
、
交

通
費
支
給
、
昇
給
・
賞
与
制
度

あ
り

問
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
国
見

の
里

☎
５
８
５
‐
５
１
６
１

秋
葉
神
社
例
大
祭

貝
田
宿
さ
く
ら
ま
つ
り

　

貝
田
地
区
で
は
、
今
年
も
秋

葉
神
社
例
大
祭
・
貝
田
宿
さ
く

ら
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。
当

日
は
、
焼
き
そ
ば
や
飲
物
な
ど

の
出
店
、
山
野
草
展
示
即
売
会

な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

こ
ど
も
神
輿
・
山
車
が
地
区
内

を
運
行
す
る
予
定
で
す
。
ぜ
ひ

来
場
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

4
月
16
日
日
午
前
10

時
か
ら

▼
会
場　

秋
葉
神
社
境
内

問
貝
田
宿
さ
く
ら
ま
つ
り
実
行

委
員
会
・
阿
部

☎
５
８
５
‐
２
９
４
４

福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
が
開
所
し
ま
す

　

4
月
か
ら
田
村
郡
三
春
町
に

福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
が

開
所
し
ま
す
。

　

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
開
所

に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
県
北
、
県

中
、
県
南
保
健
福
祉
事
務
所

（
保
健
所
）
で
実
施
し
て
い
た
、

動
物
愛
護
管
理
業
務
が
動
物
愛

護
セ
ン
タ
ー
に
移
り
ま
す
。
会

津
及
び
相
双
保
健
福
祉
事
務
所

（
保
健
所
）
が
実
施
し
て
い
た

業
務
は
、
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

会
津
支
所
及
び
相
双
支
所
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
対
応

し
ま
す
。

▼
主
な
業
務　

犬
・
猫
に
関
す

る
相
談
、
苦
情
の
受
付
。
放
置

犬
等
の
捕
獲
、
負
傷
犬
・
猫
の

保
護
。
犬
・
猫
の
引
取
り
。
収

容
犬
の
返
還
。
犬
・
猫
の
譲
渡
。

ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
動
物

取
扱
業
の
登
録
な
ど

▼
所
在
地　

〒
９
６
３
‐

７
７
３
２　

田
村
郡
三
春
町
大

字
上
舞
木
字
向
田
17
番

問
福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

☎
９
５
３
‐
６
４
０
０

27 26


